
基本目標３　 地球温暖化を防ぐため、
　　　　　　　　　　　　     環境と事業活動が調和したまちをつくる
　　　　　　　　　　　　　      ～ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～

　様々な地球環境問題は、私たちの生活や事業活動に伴う化石燃料などの資源の消費の増加と深い
関わりがあり、特に「地球温暖化」は温室効果ガスが大量に排出されることが主な要因とされ、そ
の対応は全世界的に差し迫った課題となっています。
　豊かな自然や限りある資源を次世代に引き継いでいくためには、これまでの大量生産・大量消
費・大量廃棄型の生活スタイルや社会経済システムなどについても見直し、資源循環型の社会に変
えていくことが必要です。
　そのため、市民や事業者一人ひとりが日常生活や事業活動において、省エネルギーを意識した行
動に変え、再生可能エネルギーの導入を推進しながら、地域全体としてエネルギー効率の高い都市
基盤を整備していくとともに、廃棄物を減らして、温室効果ガスの排出量の大幅削減に取り組むな
ど、市民・事業者・行政が一体となって環境と事業活動が調和したスマートなまちを目指します。
　なお、本市全体で温室効果ガス削減に取り組んでいくために、「地球温暖化対策の推進に関する
法律」（平成10年 10月９日法律第117号）に基づいて、「会津若松市地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）」を策定し、これを「基本目標３」として、下記の取組を実践しています。
                                                                              

個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R５実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R４ R５ R５

３－１
再生可能エネ
ルギーの供給
目標値

太陽光発電 （H22）
20.3TJ

（R元）
348.1TJ

（R２）
 358.8TJ 344.3TJ ⤴   達成

太陽熱利用 （H22）
0.3TJ

（R元）
0.5TJ

（R２）
 0.5TJ 0.5TJ →   達成  

風力発電 （H22）
0.0TJ

（R元）
381.5TJ

（R２）
381.5TJ 750.1TJ →   未達

水力発電
（H22）
6,206.7

TJ

（R元）
6,235.3

TJ

（R２）
6,235.3

TJ

6,245.3
TJ    →   　未達 

うち小水力発電
（1,000kW未満）

（H22）
61.2TJ

（R元）
89.9TJ

（R２）
89.9TJ 99.8TJ → 未達

地熱発電 （H22）
0.0TJ

（R元）
0.0TJ

（R２）
0.0TJ 0.0TJ → ー

うち地熱バイナ
リー発電

（H22）
0.0TJ

（R元）
0.0TJ

（R２）
0.0TJ 0.0TJ → ー

　　個別目標３－１　再生可能エネルギーの地産地消ができるまち
　　　　　　　　　　　　　　　－新エネルギービジョン・バイオマス活用推進計画－
　　個別目標３－２　みんなで CO₂を減らすまち
　　個別目標３－３　再生可能エネルギーとＩＣＴを活用したまち
　　個別目標３－４　「もったいない」が息づくまち

環境目標　令和５年度実績環境目標　令和５年度実績

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R５実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R４ R５ R５

３－１

再生可能エネ
ルギーの供給
目標値

バイオマス発電
（H22）
0.0TJ

（R元）
392.3TJ

（R２）
396.0TJ 392.3TJ → 達成

バイオマス熱利用
（H22）
12.8TJ

（R元）
15.2TJ

（R２）
15.3TJ 417.1TJ ⤴ 未達

バイオマス燃料製
造

（H22）
2.1TJ

（R元）
2.0TJ

（R２）
2.0TJ 3.1TJ → 未達

温度差熱利用
（H22）
6.8TJ

（R元）
12.4TJ

（R２）
12.4TJ 7.2TJ → 達成

雪氷熱利用
（H22）
0.0TJ

（R元）
0.0TJ

（R２）
0.0TJ 0.0TJ → ー

計
（H22）
6,249.0

TJ

（R元）
7,387.3

TJ

（R２）
7,401.8

TJ

8,160.0
TJ

⤴ 未達

一次エネルギー需
要

（H22）
15,976.5

TJ

（R元）
11,706.

3TJ

（R２）
10,630.2

TJ

14,245.8
TJ ⤵ 未達

一次エネルギー需
要に占める再生可
能エネルギー供給
量の割合

（H22）
39.1％

（R元）
63.1％

（R２）
69.6% 57％ ⤴ 達成

バイオマスの
活用目標

廃棄物
系バイ
オマス

生ごみ利
用率 27％ 21% 24% 50％ ⤴ 未達

下水汚泥
利用率 23％ 66% 74% 60％ ⤴ 達成

廃食用油
利用率 26％ 39% 37% 60％ ⤵ 未達

未利用
系バイ
オマス

間伐材利
用率 ０％ 24% 26% 20％ ⤴ 達成

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



個別
目標 環境目標

目標値と実績値 R４実績値の
評価・分析

現状値 実績値 目標値 前年度
との比較

目標値
達成
状況H24 R４ R５ R５

３－２

省エネ診断等の受診施設数（平
成21年度からの累計）

（H22）
４件 45件 46件 70件 ⤴ 未達

各家庭における節電・節水等の
省エネ取り組み率 76％ （H30）

72.8％ 96.3% 100％ ⤴ 未達

エコドライブ宣言者数 （H22）
164名 522名 529名 450名 ⤴ 達成

「福島議定書事業」参加団体数
（市内）

（H29）
事業所：

92
学校：21

事業所：
93

学校：10

事業所：
93

学校：10

事業所：
230

学校：50
→ 未達

「エコチャレンジ事業」参加世
帯数（市内）

（H29）
117
世帯

42世帯 ―
（廃止）

500
世帯

― ―

３－３

電気自動車・プラグインハイブ
リッド車台数

（H22）
５台 459台 550台 8,000台 ⤴ 未達

充電器設置数（一般家庭除く） （H22）
６基 45基 49基 40基 ⤴ 達成

３－４

1日1人あたりのごみ排出量 （H22）
1,222g 1,229g 1,176g 1,031g ⤵ 未達

総リサイクル量 （H22）
13,038t 11,469t 10.868t 13,000t

以上
⤵ 未達

　再生可能エネルギー関連の環境目標、とくに、一次エネルギー需要に占める供給量の割合につい 
ては、令和２年度の実績が69.6％（推計に使用する各種統計の都合上、令和２年度が最新データ）
と順調に推移しており、その他の項目についても前年度よりも向上しています。
　しかしながら、目標達成に向けて、さらなる取組が必要な項目も多くみられるため、温室効果ガ
ス排出量の削減による地球温暖化防止に向け、引き続き再生可能エネルギーの普及拡大を進めると
ともに、市民や事業者の皆様との連携・協働によりさらに推進する必要があります。

                           

評　　価評　　価

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇小水力発電を推進します

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

小水力発電事
業可能性調査
事業
〔環境生活
課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、再生可能エネル
ギーの普及拡大に向け、本市の豊
かな自然を生かした小水力発電所
の設置の促進を図る。

・市内で計画されてい
る２つの事業について
助言・支援を行った。
うち１つはが災害時に
電力供給等の支援を行
う等の協定を締結し
た。
・県が市内で実施して
いるポテンシャル調査
事業について状況の確
認を行い、県とともに
事業者にヒアリング等
を行った。
・上下水道等での導入
可能性について担当部
局と事業者とのマッチ
ングを行った。

・いくつかの事業につ
いては事業化に向けて
順調に推移しており、
民間事業者において、
災害時の電力供給行う
などの対応も進んだ。
一方で上下水道におけ
る導入は実現に至ら
ず、さらなる取組が必
要。

◇バイオマスエネルギーの活用を推進します

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

バイオマス活
用推進事業
〔環境生活
課〕

・「会津若松市バイオマス活用推
進計画」（第２期環境基本計画
（改訂版）に統合）に基づき、資
源循環型社会の形成や二酸化炭素
排出量の削減による地球温暖化防
止を図るため、効率的なバイオマ
ス資源の収集・利用を促進する。

・ホームページや市政
だよりにおいて、ペ
レットストーブを活用
している家庭や学校等
の感想を掲載し、環境
フェスタでも周知を
行った。
・市内の木質バイオマ
ス発電所由来の100％
再生可能エネルギー電
力の利用を、いくつか
の公共施設で開始し
た。

・学校におけるペレッ
トストーブの導入は一
定程度進展し、木質バ
イオマス発電所の電気
は地産地消が進んだ。

下水消化ガス
発電設備設置
〔下水道施設
課〕

・未利用エネルギーの有効利用と
して、消化ガスを利用し下水浄化
工場の電力削減を行う。

・R６-７年度における
25kw発電設備１台増設
工事に向けて、予算措
置を行った。

・未利用エネルギーの
有効活用を行い下水道
事業の脱炭素化を推進
した。

                    

                                   

環境施策　令和５年度取組実績環境施策　令和５年度取組実績

　個別目標３－１　再生可能エネルギーの地産地消ができるまち
　　　　　　　　　　　　　　　－新エネルギービジョン・バイオマス活用推進計画－

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇太陽エネルギー利用を推進します

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

住宅用太陽光
発電システム
等設置補助金
交付事業
〔環境生活
課〕

・本市における再生可能エネル
ギーの導入と効率的な利用を促進
することにより、地球温暖化の原
因となる温室効果ガスを削減する
とともに、環境保全のための意識
啓発や災害時の電源確保を図る目
的で、住宅用太陽光発電システム
等の設置者に対し、予算の範囲内
において補助金を交付する。
※要綱改正により、令和２年度よ
り補助要件等変更

・交付申請は５月から
３月までの期間であ
り、太陽光発電パネル
と、蓄電池又は電気自
動車への受給電装置
（V2H)の併設が要件で
ある。
【令和５年度実績】
・交付単価　20,000円
／kW（上限 80,000
円）
・交付件数　20件
・交付総額　160千円

・市広報ホームページ
等で周知し、補助金も
予算の額に達した。計
画通りの補助金を交付
することができ、市民
への周知もできた。

            

◇風力エネルギー利用を推進します

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

再生可能エネ
ルギー推進事
業
〔環境生活
課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、再生可能エネル
ギーの普及拡大を図るため、事業
者による再生可能エネルギー発電
設備設置への支援や市民等への広
報活動を行う。

・再生可能エネルギー
の普及拡大を図るた
め、事業者による再生
可能エネルギー発電設
備設置への支援を行う
とともに、市民や事業
者等での導入が増える
よう周知していく。周
知に当たっては、ゼロ
カーボンシティ会津若
松宣言を踏まえて、再
エネ利用の意義や利点
を分かりやすく伝え
た。

・既存の風力発電所に
おいて、各種環境教育
や啓発イベントにおい
て連携し、一定の理解
促進が図られたほか、
横浜市や京都市などの
他市との交流にも活用
された。また、市内に
おいて複数の風力発電
事業が計画されてい
る。横浜市や京都市と
の間の連携協定を契機
とした、民間風力発電
電力の活用を通じた地
域の活性化に資する交
流事業を行い、空き家
改修や景観づくりなど
において、横浜市役所
及び横浜市内の事業者
から協力を得ることに
つながった。

◇温度差熱利用を推進します

実施事項
〔担当所
属〕

事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

温度差熱エ
ネルギー利
用の検討
〔環境生活
課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、再生可能エネル
ギーの普及拡大を図るため、温度差
熱エネルギー利用について広報活動
等を行う。

・温度差熱エネルギー
利用について、その内
容や効果について、
ホームページ等でより
分かりやすく示した。

・温度差熱によるエネ
ルギー供給量が第２期
環境基本計画の目標値
を達成するなど、一定
の成果が見られた一
方、導入施設数の増加
はなかった。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇その他の未利用エネルギー等の利用を検討します

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

水素エネル
ギーの活用検
討
〔環境生活
課〕

・環境審議会による答申附帯意見
に基づき、水素エネルギーの利活
用の検討を促進する。

・市ホームページに
て、国や県の水素エネ
ルギー関連補助金等に
ついて周知を行うとと
もに、県に対して水素
ステーション設置等に
関する支援を要請し、
また、関連団体との意
見交換を行った。・市
の公用車として水素自
動車を１台導入した。

・市内において数台の
燃料電池自動車が導入
され、本市内の工場に
おいて、県内において
製造された再生可能エ
ネルギー由来の水素の
利用が検討されている
など、一定の需要がみ
られるようになったも
のの、水素ステーショ
ンの導入には至ってい
ない。

◇自然環境と事業活動の調和を図ります

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

再生可能エネ
ルギーに取り
組む事業者等
との意見交換
の場の設置
〔環境生活
課〕

・低炭素化社会の実現に向け、再
生可能エネルギーや電気自動車等
のさらなる普及促進を図るため、
市内の各種事業者との情報・意見
交換を行う。

・「ゼロカーボンシ
ティ会津若松推進ネッ
トワーク」を設立し、
さらにその中に脱炭素
先行地域委員会を設け
た。この委員会におい
て、複数回、事業者と
の意見交換を実施し
た。

・ネットワークにより
体制の整備は図られた
ところである。

                                        

                                        

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇建築物や住宅における省エネを推進します

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

庁舎の省エネ
ルギー対策
〔総務課〕
     

・本市環境マネジメントシステム
に沿って、適切な温度管理（目
安：夏28℃、冬20℃）を行い、引
き続き省エネルギー対策を推進す
る。
　具体的な取組として、
①追手町第二庁舎空調設備におい
て、省エネ設定運転により電気量
の削減を図る。
②栄町第二庁舎空調設備におい
て、冷暖房温度の範囲設定運転に
よりガス使用量の削減を図る。

・平成 30年度実績値を
基準値として、その基
準値から１％を削減目
標としたが、栄町第二
庁舎のガス使用量につ
いは、基準年度比で
31.3％の増となった。
しかし、令和４年度実
績と比較すれば３％削
減されている。
　また、追手町第二庁
舎の電気量について
は、令和４年度実績と
比較して1.3％増加し
たが、仮庁舎としての
供用が令和４年５月か
ら開始したことを考慮
すれば実質的には削減
されている。

・庁舎の省エネルギー
対策については、電気
及びガス使用量の基準
値及び削減目標を設
け、さらに結果の比較
及び要因分析により、
年度毎に改善してきた
ところである。

庁舎の省エネ
ルギー対策
〔情報統計
課〕

・システム導入時にサーバを個別
に導入するのではなく、庁内クラ
ウドに統合・一括管理すること
で、効率的に運用する。

・43システム 58サーバ
を庁内クラウドで運用
中。
新規で統合したサー
バーはなし。

・58台の仮想サーバ
を、７台の物理サーバ
（うち２台はバック
アップ兼管理用途）で
統合しており、効率的
な運用が達成できてい
る。

庁舎の省エネ
ルギー対策
〔契約検査
課〕

・庁舎で使用する蛍光管の購入に
あたり、省エネ型のものを購入す
る。

・蛍光管について、全
て省エネ型を購入し
た。
40W（ラピッドスタート
型）：275本

・省エネ型の蛍光管を
購入することにより、
省エネルギー化が図ら
れたと評価できる。

地球温暖化対
策推進実行計
画の推進（庁
舎の省エネル
ギー対策）
〔環境生活
課〕

・平成 28年度に「第３期会津若松
市地球温暖化対策推進実行計画
（事務事業編）」を策定し、平成
26年度値を基準とし、平成 28年度
から令和２年度の５年間で、市の
事務事業から排出する温室効果ガ
スの５％削減を目指す。

・令和５年度の市の施
設や事務事業から排出
された温室効果ガス排
出量は、基準年度比で
34.1％削減することが
できた。

・第４期計画の実行計
画に基づいて実施され
た LED照明への設備改
修や各課における職員
一人ひとりの省エネ行
動により削減につな
がった。

事業所 EMSの
普及啓発
〔環境生活
課〕

・事業所における地球温暖化対策
及び環境保全活動を推進するた
め、環境にやさしい取組をしてい
る事業所を「あいづわかまつエコ
事業所」に認定する。認定された
事業所の取組は広報し、取組の継
続を促し事業の普及を行う。

・事業者向け省エネル
ギーセミナーを予定し
ていたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響
で中止した。
・市政だよりにおい
て、エコ事業所の募集
記事を掲載した。

・新規登録事業所数は
あまり増加しなかった
が、各事業所における
取組の継続を促すこと
ができた。

省エネルギー
の推進
〔公共施設管
理課〕

・省エネルギーの推進のため、照
明器具やその他の機器等の採用に
おいて高効率、省エネルギー機器
の採用を行う。

・第四中学校校舎・屋
内運動場、門田小学校
校舎、東山小学校校
舎、日新・城北・松長
コミュニティセンター
の改修工事におい
て、LED照明器具を採
用し設置した。

・低消費電力 LED器具
や高効率型エアコンを
採用するなど、積極的
に省エネルギー機器を
設計に反映すること
で、施設の省エネル
ギー化を推進した。

　個別目標３－２　みんなでＣＯ２を減らすまち

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



実施事項
〔担当所属〕

事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

LED防犯灯設
置事業
〔危機管理
課〕
      
     

・公設防犯灯及び町内会設置の防
犯灯の LED化を進める。
          

・町内会等により、576
灯の LED防犯灯が設置
され、各町内会におい
て省エネや電気料金の
削減など LED化のメ
リットが認識された。
・LED公設防犯灯を３
灯新規で設置した。

・町内会設置の防犯灯
の LED化率は、平成 26
年度の８％から、令和
５年度には75％と上昇
しており省エネが推進
された。
・公設防犯灯について
も令和４年度に全灯
LED化した。

ZEH、ZEBの普
及啓発
〔環境生活
課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、低炭素・循環型
社会の実現を図るため、ZEH・ZEB
について広報活動を行う。

・ZEH・ZEBに関する基
本的な情報や、意義や
利点、各種補助制度等
を「ゼロカーボンシ
ティ会津若松推進ネッ
トワーク」、ホーム
ページや市政だよりで
分かりやすく周知し
た。・脱炭素先行地域
の事業を通じて、ZEH・
ZEBの推進を図った。

・令和５年４月時点
で、長期優良住宅は
1,357件となってお
り、平成 31年時点から
38％増加しており、浸
透しつつある状況。

下水浄化工場
の改築工事
（高効率散気
装置への更
新）
〔下水道施設
課〕

・省エネルギーの推進の為に、下
水浄化工場において高効率散気装
置への更新工事を行い、ブロワ消
費電力量の削減を行う。

・R４-５年度　下水浄
化工場反応タンクにお
ける高効率散気装置へ
の改築工事竣工。
使用電力量が削減さ
れ、原油換算で 42kl/
年削減した。

・下水浄化工場の水処
理施設について、高効
率散気装置に更新し
た。

環境価値の地
域循環サービ
ス
〔スマートシ
ティ推進室〕

・デジタル田園都市国家構想交付
金を活用し、住宅用太陽光発電を
設置して電力の自家消費を行って
いる世帯を対象に、HEMSを設置。
消費電力等の見える化を行い、省
エネへの行動変容を進めるととも
に、HEMSを通じて環境価値を顕在
化し、地域内で販売。売却益をデ
ジタル地域通貨で各家庭に還元す
ることで、エネルギーと経済両面
での地域循環を目指す。

・デジタル田園都市国
家構想交付金を活用し
た補助事業として一般
社団法人 AiCTコンソー
シアムが事業を実施。
対象世帯に設置した
HEMSを通して電力の見
える化・環境価値の顕
在化を行い、Jクレ
ジットに変換した上
で、市内企業に売却す
る環境価値の地域循環
プラットフォーム（会
津ゼロカーボン倶楽
部）を構築した。

・市内 20世帯が参加。
サービス利用者の太陽
光発電量等を測定し、
生成された環境価値を
もとに Jクレジット化
可能な数量を算出し
た。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇省エネ型の生活を推進します

実施事項
〔担当所属〕

事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

エコドライブ
の推進
〔環境生活
課〕

・自動車による排気ガスに含まれ
る温室効果ガスの排出量を削減す
るため、「第２期環境基本計画
（改訂版）」に基づき、「会津若
松エコドライブ宣言者」の拡大を
図る。

・ゼロカーボンシティ
会津若松宣言の趣旨を
踏まえ、エコドライブ
の効果を分かりやすく
ホームページや市政だ
よりにおいて示し、庁
内においても率先して
実践するよう研修によ
る周知を実施した。
・会津若松エコドライ
ブ宣言者（令和６年３
月 31日現在）
 個　人　　　256名
事業所等　 14事業所
　　　　　 　273名　
 　    （合計 529名）

・積極的な周知を行う
ことにより、目標値
（450名）を上回ること
ができた（529名）。

学校版・家庭
版環境マネジ
メントシステ
ムの普及
〔環境生活
課〕

・学校や家庭における地球温暖化
対策及び環境保全活動を推進する
ため、環境にやさしい取組をして
いる学校や家庭（個人）を認定す
る。その取組を広報することで、
取組の継続を促し事業の普及を行
う。

・家庭版 EMSにおいて
は、「夏休み親子エコ
セミナー」を実施し、
夏休み中の親子を対象
に、省エネや環境意識
の高揚を図った。

・夏休み中の親子を対
象に開催することで、
家庭での省エネの取組
を推奨し、環境意識の
高揚を図ることができ
た。

ノーカーの推
進
〔人事課〕

・ノーカーデーへの参加を通じ、
職員の健康維持・増進、温室効果
ガスの排出削減及び公共交通機関
の維持・活性化を図る。

・各職員が各自の状況
に応じ、可能な範囲で
通勤時等におけるノー
カーに取り組んだ。

・ノーカーデーの実施
を通じて、温室効果ガ
スの排出削減など省エ
ネに対する職員の意識
啓発に一定の効果があ
り、公共交通機関の利
用機会増加に寄与し
た。

ノーカーへの
協力依頼
〔生涯学習総
合センター〕

・利用者に対し、利用許可書の発
行時に、ノーカーへの協力依頼を
継続して行う。

・駐車台数の制限もあ
るため、會津稽古堂の
ホームページや利用案
内のパンフレットなど
に、相乗りや公共交通
機関の利用について掲
載し、協力を求めてい
る。

・ノーカーへの協力依
頼を通じ、市民の健康
維持・増進、温室効果
ガスの排出削減及び公
共交通機関の維持・活
性化を図った。

地球温暖化対
策実行計画
(区域施策編)
の推進
〔環境生活
課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、温室効果ガス排
出量の削減を図るため、電気自動
車の普及促進をはじめ、各環境マ
ネジメントシステム、会津若松エ
コドライブ宣言事業等の各種事業
を推進する。
・市域における温室効果ガス排出
量及び一次エネルギー需要に占め
る再生可能エネルギー供給率を公
表し、市民の意識啓発に努める。

・電気自動車の普及促
進をはじめ、各環境マ
ネジメントシステム、
会津若松エコドライブ
宣言事業等の各種事業
を実施した。・市域に
おける温室効果ガス排
出量（令和２年度実
績）919.8千トン CO2
（基準年度比　9.7％
減）
・一次エネルギー需要
に占める再生可能エネ
ルギー供給量（平成 28
年度実績）　　55.8％

・市域における温室効
果ガス排出量は 2012年
（平成 24）年をピーク
に、減少傾向にある。

                                                                       

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇再生可能エネルギーの安定供給とＩＣＴの有効活用を推進します

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

北会津支所エ
ネルギー管理
事業
〔北会津支所
まちづくり推
進課〕

・各種データを総合的に活用し、
使用電力量等の調整を行う。

・電気の使用量は若干
増加したが、通年を通
して全体の消費電力は
抑えられており、一定
の効果が出ている。

・消費電力は抑えられ
ており、一定の効果が
出ている。

再生可能エネ
ルギーの導入
促進
〔建築住宅
課〕

・再生可能エネルギーの導入を促
進するため、市営住宅の施設整備
において太陽光発電設備の設置を
検討する。 

・城前団地５期工事に
2.95kwの太陽光発電設
備、及び太陽光発電の
外灯５基を設置した。

・団地内に再生可能エ
ネルギーを導入し、建
物の共用部や外灯に太
陽光発電の電力を利用
することにより、入居
者の管理費の削減や安
全性の確保等が図られ
ている。

消化ガスの利
用
〔下水道施設
課〕

・未利用エネルギーの有効利用と
して、消化ガスを利用し下水浄化
工場の冷暖房を行う。

・消化ガスを利用した
下水浄化工場冷暖房設
備の運用による燃料費
削減をした。65千㎥/
年　使用ガス削減。

・未利用エネルギーの
有効活用を行い下水道
事業の脱炭素化を推進
した。

太陽光発電や
風力発電など
自然エネル
ギーの有効活
用を図るため
の情報の収
集･活用の検
討
〔環境生活
課〕

・市内の再生可能エネルギーの導
入を促進するため、市民や事業者
等を対象に、各種再生可能エネル
ギーに関する情報収集と提供を行
う。

・市域の再生可能エネ
ルギーに関する意義や
利点、各種補助制度を
整理し、市ホームペー
ジで紹介するととも
に、市政だよりで周知
を行った。環境フェス
タにおいてはパネル展
示を行った。ゼロカー
ボンシティ会津若松推
進ネットワークの総会
においても、再エネの
地産地消の意義につい
て講演・説明を行っ
た。

・公共施設や一部民間
施設において、地域産
の再エネ100％の電力
メニューへの切り替え
が見られるなど、地産
地消が進んでだ。脱炭
素先行地域の取組に関
連して、再エネの地産
地消と地域貢献を行う
枠組である「会津エネ
ルギーアライアンス」
が設立された。

◇環境にやさしい交通対策を進めます

実施事項
〔担当所属〕

事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

電気自動車推
進事業
〔環境生活
課〕

・「第２期環境基本計画（改訂
版）」に基づき、電気自動車の普及
促進を図るため、市ホームページや
イベント等において公用車への導入
効果等について広報を行う。

・市民への周知は市政
便りやホームページ等
でできた。令和５年度
は 33件の申請があり、
予算内に補助金を交付
することができた。
・公用車（７台）への
電気自動車導入効果
燃料費　  67.6％削減
CO2排出量 35.8％削減

・予算内で計画を上回
る台数の補助金を交付
できた。ゼロカーボン
シティの地球温暖化の
一環としての市民や事
業者へ周知できた。

                                                                        

　個別目標３－３　再生可能エネルギーとＩＣＴを活用したまち

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



        
実施事項
〔担当所属〕

事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

幹線道路の整
備、道路案内
標識の整備
〔まちづくり
整備課〕

・幹線道路の整備（道路改良工事）
を行う。

・都市計画道路藤室鍛
冶屋敷線は、文化財発
掘調査を実施
・市道幹Ⅱ-５号線は舗
装工事が完了し、事業
完了となった
・市道幹Ⅱ-13号線は
歩道橋梁整備工事を実
施中
・市道幹Ⅰ-22号線は
物件補償の契約を行っ
た

・都市計画道路整備率
について
   H27　61.5％　
→ R５　65.5％
となり、4.0％整備率が
上昇し、道路交通の円
滑化が図られている。

公共交通機関
の利用促進
〔地域づくり
課〕

・近隣市町村に跨る広域路線の再編
に向け、県及び関係市町村と連携
し、網形成計画に基づいた再編実施
計画の策定に取り組む。
・また、高齢者の新たな移動支援な
どに向け、新たなモビリティのあり
方について、実証等の取組を通じて
検討していく。

・近隣市町村に跨る広
域路線バスの再編に向
け、「会津圏域公共交
通活性化協議会」に参
画し、県及び関係市町
村と連携し、協議・検
討を進めた。市地域公
共交通計画及び市地域
公共交通計画アクショ
ンプランに基づき、当
該計画の具現化に向
け、路線バスへの電気
自動車の導入等、各事
務事業の推進を図っ
た。
・高齢者等の移動支援
に資する新しいモビリ
ティサービスについ
て、地元交通事業者や
ICT関連企業等により
構成する「会津
SamuraiMaaSプロジェ
クト協議会」に参画し
調査・研究を進めると
ともに、AIオンデマン
ドバス「MyRideどこで
もバス」の実証実験を
行った。

・県や関係市町村との
協議により路線見直し
を図ったほか、バス事
業者の電気自動車導入
を支援するなど、関係
機関等と連携を図りな
がら市計画に基づく利
便性向上等の取組を実
施したことで、公共交
通（バス・タクシー）
の利用促進に寄与し
た。

鉄道路線の利
用促進
〔地域づくり
課〕

・会津鉄道・野岩鉄道に対して施設
修繕等への支援を行うとともに、会
津・野岩鉄道利用促進協議会を通じ
て両鉄道の利用促進を図るべく、イ
ベント列車の運行支援や広報誌掲載
による PRなど各種取組を行う。
・JR只見線については、小学生を対
象に応援ツアーを実施することで只
見線の魅力を伝えるとともに、只見
線利活用推進協議会等への参画を通
じて他自治体と連携しながら只見線
の利用促進に取り組む。

・会津鉄道、野岩鉄道
に対して施設修繕等へ
の支援を行うととも
に、会津・野岩鉄道利
用促進協議会を通じ利
用促進事業に取り組ん
だ。
　協議会の会議開催
数：総会（１回）、幹
事会（２回） 
　主な利用促進事業の
内容：会津の地域住民
が利用する場合の運賃
助成、絵画コンクール
やフォトコンテストの
実施。
・JR只見線について
は、夏休み期間中に小
学生を対象にツアーを
実施するとともに、11
月に大人向けツアーも
実施し、関係団体等と
連携しながら JR只見線

・各協議会における取
組のほか、関係機関・
団体との連携を図りな
がら会津鉄道・野岩鉄
道及び JR只見線の利用
者増加にかかる様々な
取組を実施し、鉄道の
利用促進及びその確
保・維持に寄与した。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



の利用促進事業に取り
組んだ。
　ツアーの実施回数：
小学生２回、大人１回
（参加者総数58名） 
　利用促進事業の内
容：特別列車のおもて
なし等

                                                                        

実施事項
〔担当所属〕

事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

ひとにやさし
い歩道整備事
業の実施
〔まちづくり
整備課〕

・安心、安全な歩道部の整備を行
う。

・ひとにやさしい歩道
整備の次期計画路線に
ついて検討

事業進捗率（事業費）
    H26　70.1％　
→　R５　75.6％
5.5%進捗率が上昇し、
良好な歩道空間の整備
が進められてきた

地域内交通の
利用促進
〔北会津支所
まちづくり推
進課〕

・北会津地域づくり委員会なかま
づくり部会の開催により、利用状
況の把握や調査、検証を行いなが
ら、利便性の向上に取り組む。 

・運行ダイヤとルート
の見直しを行い、広報
誌等で周知を行った。
・乗車体験会を実施
し、利用者への説明を
行った。

・利用者は、新型コロ
ナウイルス感染症の影
響で一時減少したが、
回復傾向にある。
・利用者の要望を把握
しながら、利用促進の
取り組みを進めた。

地域内交通の
利用促進
〔河東支所ま
ちづくり推進
課〕 

          

・地域内交通「みなづる号」につ
いて、利用状況の定期的な確認・
検証により利用者の利便性の向上
につながる取組を、地域住民とと
もに進める。 

・河東地域づくり委員
会交通環境部会を７回
開催し、利用状況の分
析や利用促進策の検討
を行った。
また、利便性向上に向
けた取り組みとして、
乗車体験イベントを開
催したり、待合乗降場
所と目的地の増設など
を検討した。 

・交通手段を持たない
高齢者等にとって医療
機関、商業施設、公共
施設への移動手段が確
保された。

公共交通空白
地域における
デマンド型乗
合交通の導入
〔地域づくり
課〕

・湊地区において、実証運行を経
て構築した地域住民組織が主体と
なった地域内交通の運営・運行へ
の支援を継続するともに、集落支
援員や交通空白地有償運送制度の
活用をはじめとしたより持続可能
な制度の活用に向けた取組と検討
を行う。
・北会津地区、河東地区において
も、地域住民組織との連携による
デマンド型乗合交通の運行継続と
利用促進に取り組む。

・湊地区において、地
域住民組織が主体と
なった地域内交通の運
営・運行への支援を継
続するともに、集落支
援員や自家用有償旅客
運送制度などの活用を
とおした持続可能な地
域内交通に向け、取組
を行った。

・湊地区利用者数　
　　　　　　1,046人

・北会津地区、河東地
区においても、地域住
民組織（北会津地域づ
くり委員会、河東地域
づくり委員会）と連携
し、デマンド型乗合交
通の運行継続と利用促
進に取り組んだ。
 北会津地区利用者数　
1,462人
　河東地区利用者数　
215人

・市内郊外部の公共交
通空白地域において、
住民が主体となった乗
合デマンド交通の導入
とその継続運行が実現
している。また、住民
主体による利用促進策
の推進を支援すること
で、公共交通の利用促
進に寄与した。 

                

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



◇ごみの減量化（３Ｒ）を推進します

実施事項
〔担当所属〕 事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

庁舎ごみ排出
量の計測
〔北会津支所
まちづくり推
進課〕

・北会津支所のごみの量を月２回
計測し、環境管理事務局へ報告す
る。
・また、計測結果を支所職員に周
知することで意識の高揚を図り、
ごみ減量化とリサイクルを推進す
る。

・北会津支所の燃やせ
るごみの量を月２回計
測し、環境管理事務局
へ報告した。
・また、計測を支所職
員全員が行うことで意
識向上を図り、ごみ減
量化とリサイクルの推
進を図った。

・ごみの量の計測を支
所職員全員が行うこと
で、ごみの減量化及び
リサイクル推進に対す
る意識向上が図られて
いる。

庁舎ごみ排出
量の計測
〔河東支所ま
ちづくり推進
課〕

・河東支所のごみの量を月２回計
測し、環境管理事務局へ報告す
る。
・また、計測結果を支所職員に周
知することで意識の高揚を図り、
ごみ減量化とリサイクルを推進す
る。

・引き続き燃やせるご
みの量を月２回計測
し、結果を環境管理事
務局へ報告した。

・燃やせるごみに資源
物が混入しないよう、
また、水分が多いとき
は水切りの徹底を行う
よう支所内周知を行っ
た。

・燃やせるごみの量
は、ほぼ横ばいが続い
ている。
・燃やせるごみの中の
水分が多いことによる
重量の増が時々見受け
られる。

庁舎ごみ排出
量の計測
〔環境生活
課〕

・庁内事務事業における環境負荷
の低減のため、環境マネジメント
システム推進事業を実施し、職員
の共通行動の取組の一つである
「廃棄物の減量とリサイクルの推
進」について目標値を設定してい
ることから、各庁舎から排出され
る廃棄物の量を定期的に計測し、
進行管理を行う。

・環境管理事務局にお
いて、第一庁舎、第二
庁舎、追手町第二庁舎
のごみの量を月１回計
測した。
・また、ごみの分別が
できていない場合は、
庁内に周知し、ごみ減
量化とリサイクルの推
進につなげた。

・ごみの分別ができて
いない場合は、庁内に
周知したり直接指導を
行う等、ごみ減量化と
リサイクルの推進につ
なげた。

一般廃棄物処
理基本計画
（ごみ処理基
本計画）の推
進
〔廃棄物対策
課〕

・計画期間：平成 28年度～令和７
年度
・ごみ減量のためには、３Ｒ（リ
デュース(発生抑制)、リユース(再
使用)、リサイクル（再生利用））
の取組が不可欠である。特に、２
Ｒ（リデュース、リユース）につ
いて、市民・事業者・行政の協働
により、一層の推進を図ってい
く。

【実績値】
・1人1日あたりごみ総
排出量　　1,176ｇ　
(206g未達成)
・総リサイクル量　　
10,868ｔ　(2,132ｔ未
達成)
・燃やせるごみの排出
量 35,926t（5,943t未
達成）

・これまで雑がみ保管
袋の配布、古着の拠点
回収、使用済み小型家
電の無料回収、ごみス
テーション排出立会い
説明、ごみ情報紙「へ
らすべぇ」の発行、事
業系ごみガイドブック
の発行、ごみ減量説明
会の開催など実施した
が、目標未達成の状況
である。

                                                                                             

　個別目標３－４　「もったいない」が息づくまち

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



実施事項
〔担当所属〕

事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

家庭ごみの分
別排出の徹底
と意識啓発
〔廃棄物対策
課〕

・「家庭ごみの正しい分け方・出
し方（カレンダーに付属）」の全
戸配付、市ホームページへの掲
載。清掃指導員による家庭ごみの
分別排出の徹底と意識啓発を図
る。

・「家庭ごみの分け
方・出し方（ごみ・資
源物排出カレンダーに
付属）」を全戸配付
し、市ホームページへ
掲載した。
・「全市一斉ごみ減量
運動」として、清掃指
導員がごみステーショ
ンに立会い、家庭ごみ
の分別排出の徹底と意
識啓発を６月、９月に
実施。（152町内
会、922名の住民へ周
知）
・ごみ情報紙へらす
べぇの発行を継続（６
月、９月、12月、３月
の年４回）
・町内会・市民向け
「ごみ分別・減量説明
会」を実施。（10地
区、201名参加）

・さまざまな媒体
（紙、WEB）を通して、
家庭ごみの分別排出の
徹底と意識啓発を図っ
た。
また、新たな取組とし
て、「全市一斉ごみ減
量運動」として、ごみ
ステーションの立会い
による、分別・排出説
明や、ごみ分別・減量
説明会の開催などを実
施し、市民への直接的
な働きかけを実施し
た。

給食施設生ご
みリサイクル
事業
〔廃棄物対策
課〕

・平成 23年度から、各学校給食施
設等より排出された調理くずや残
飯等の「生ごみ」を収集し、民間
の処理施設で堆肥化（リサイク
ル）を実施している。

【実績値】
・給食施設生ごみ収集
運搬業務委託　　6,798
千円
・給食施設生ごみ中間
処理業務委託　　1,740
千円

・生ごみの堆肥化によ
り、燃やせるごみの削
減とリサイクル量の増
加につながった。

ごみ減量化事
業補助金
（生ごみ処理
機等設置補
助）
〔廃棄物対策
課〕

・生ごみの減量・堆肥化を図るた
め、生ごみ処理機等の設置補助事
業を実施する。

【実績】
・生ごみ処理機 
　12件　105,900円 
・生ごみ処理容器 
　30件　 84,600円 
（うち子育て世帯 
　８件　 30,000円 ）

・堆肥枠 ０件 ０円 

・当該事業について
は、令和３年度の堆肥
枠の補助対象への追加
や、令和５年度の子育
て世帯に対して補助率
及び補助限度額を拡充
するなど、利用しやす
い制度運用を図った。
・各家庭の生ごみの削
減、燃やせるごみの削
減に効果的な事業であ
る。

レジ袋削減運
動の推進
〔廃棄物対策
課〕

・会津若松市の市民団体、事業
者、市役所により構成された「３
Ｒ（スリーアール）」の取組を推
進する会議。
・３Ｒ（リデュース(ごみの発生抑
制)、リユース(再使用)、リサイク
ル(再生利用)）の推進により、ご
みを減らし、環境を大切にしたま
ちと暮らしの実現（ごみを出さな
いライフスタイル）を目指す。

・毎月８日、９日のマ
イバック推進デーを中
心に、消費者団体、市
内スーパー、市の３者
が各々 PRを実施した。
・７事業者にレジ袋辞
退率の調査を実施。

・マイバックの持参、
レジ袋の辞退について
は、これまでの取組や
レジ袋の有料化などに
より、８割以上が辞退
されるなど一定の目途
がついた。

                                                                         

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



               

実施事項
〔担当所属〕

事業概要 Ｒ５年度事業実績 これまでの事業評価

下水汚泥の有
効利用
〔下水道施設
課〕

・下水汚泥の放射能濃度を確認し
ながら、コンポスト（汚泥の肥料
化）等の有効利用を促進する。
             

・下水汚泥の放射能濃
度を確認しながら、汚
泥の肥料化委託率の拡
大を進めた。
・下水浄化工場の汚泥
の焼却埋め立て委託料
量を減らし、肥料化委
託量を 2,672ｔに増加
させ、場内肥料化の汚
泥 24tと合わせて全体
の74.0％を肥料として
有効利用した。

・約60%以上の肥料化
有効利用が図られた。

浄水汚泥ケー
キの減量及び
有効活用
〔上水道施設
課〕

・浄水で発生した汚泥ケーキの減
量や有効活用に取り組む。

・浄水で発生した汚泥
の一部を、グラウンド
の土にリサイクルして
いる業者に有価で売却
した（全発生土
421.42t中307.74t）。

・浄水で発生した汚泥
を脱水により減量化し
た。一部をグラウンド
の土にリサイクルして
いる業者に有価で売却
した

                                                                                             

マイバッグを
持って買い物へ行くモリン！

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　特集　市域における温室効果ガス排出量等実質ゼロを目指して
　　　　～「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）　
　
　本市は、令和３（2021）年12月 27日、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を行いました。

　これは、2050年までのできるだけ早い時期に、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質

ゼロ（※）にすることに、全市一丸となって取り組む決意を表明するものです。

　

１　ゼロカーボンシティ会津若松を宣言した理由

　近年、世界各地で地球温暖化が原因の一つとされ

る異常気象や災害が多発しており、本市でも、平均

気温は上昇傾向にあることが明らかになっています。

　この地球温暖化は、私たちの生活や活動によって

排出される、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加

が原因とされています。

　現在、国内外において、温室効果ガスの排出量の

削減に関する取組が急速に進められているところで

すが、温室効果ガスは、様々なエリア、様々な主体、

様々な活動から排出されており、全ての人が削減に向けた努力をすることが必要です。もちろ

ん、この会津若松市でも、市民・事業者・行政が取り組む必要があります。

　私たちが愛する歴史ある会津若松市を、未来の世代に引き継ぐためには、温室効果ガスの排

出量を、今すぐ減らす必要があります。このようなことから、市の強い決意を示し、市民・事

業者・行政の協働を呼び掛けるため、この「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を行いました。

　

２　ゼロカーボンシティ会津若松に向けた取組の基本的な考え方

　本市の温室効果ガス排出量の８割以上は、エネルギー（主に石油や石炭などの化石燃料）を

使用することによって排出される二酸化炭素です。

　また、本市は、一人一日当たりのごみ排出量が多く、ごみの運搬や燃焼等で排出される温室

効果ガスも問題になります。

　そこで、ゼロカーボンシティ会

津若松の実現を図るため、国や研

究機関等の考え方を参考として、

「省エネの推進」、「電化の推

進」、「再生可能エネルギーの地

産地消の推進」及び

「3R+Renewableの推進※」の４

点を進めてまいります。

　

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

※実質ゼロとは、生活等で排出される温室効果ガスの量

を森林などによって吸収される量以下とすることです。

※3R+Renewable（スリーアールプラスリニューアブル）とは「物を大切に使い、ごみを

減らすこと」、「使える物は繰り返し使うこと」、「ごみを資源として再び利用するこ

と｣及び｢紙や木、バイオマスプラスチックなど持続可能な資源を使うこと」を指します。



３　ゼロカーボンシティ会津若松に向けた市の計画

　ゼロカーボンシティ会津若松を実現するため、以下の二つの計画に基づいて、具体的な取

組を進めていきます。

地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

市域全体の温室効果ガス排出量の削減等の施策
に関する計画。令和５年度に改定予定。
（例）住宅への再エネの導入など

82ページ参照

地球温暖化対策推進実行計画
（事務事業編）

市役所自らの事務事業における温室効果ガス排
出量の削減等の措置に関する計画。
（例）庁舎の節電や公用車のEV化など

87ページ参照

　市民の皆さん・事業者・行政が一体となり、

「ゼロカーボンシティ会津若松」を必ず実現さ

せましょう。皆さんのご協力をお願いします。

４　ゼロカーボンシティ会津若松宣言文

　私たちが愛する会津若松市は、周囲には広大な山々や猪苗代湖があり、豊かな自然

にあふれています。

　また、城下町として、長きにわたって伝統や文化が受け継がれ、「ならぬことはな

らぬ」という言葉に代表される什の掟により培われた會津人の心が、今も息づいてい

ます。

　私たちは豊かな自然を守り、先人たちが築いてきた歴史を誇りに思い、誰もが幸せ

に暮らしていけるまちをつくり、次の世代へと引き継いでいかなければなりません。

　しかし、近年、この会津若松市でも、猛暑・豪雨・少雪などの地球温暖化の影響が

強く実感されるようになり、災害の増加や農作物への被害等の懸念が高まっています。

　この地球温暖化は、私たち一人ひとりの社会経済活動によって、二酸化炭素などの

温室効果ガスの排出量が増えたことが原因であるとされています。

　私たちが愛する会津若松市を未来の「あいづっこ」に引き継ぐために、市民・事業

者・行政が一体となり、地域全体で地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出の削

減に取り組むことが、今私たちが「やらねばならぬこと」です。

　このような強い決意のもと、ここに、2050年までのできるだけ早い時期に、温室

効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ会津若松」を目指すことを宣

言します。

令和３年12月 27日　会津若松市長　室井　照平

 

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　ゼロカーボンシティ会津若松宣言のロゴマークについて

　「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」と、その内容が広く認知され、理解されることが重

要であることから、様々な方に注目され、愛着を感じていただける、ゼロカーボンシティ会

津若松宣言の象徴であるロゴマークの募集を令和４年度に行いました。

公募について

・　応募期間：令和４年12月１日（木）～令和５年１月10日（火）

・　応募者数：93名　応募点数：144件

・　市民の皆様からの投票により、最も票を得たものを決定しました（総投票数950票）。

　このロゴは、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」の実現に関する市の意識啓発や各種取

組に使用するほか、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」の趣旨に賛同される個人・事業所

の皆様もご使用いただけます。会津若松市のゼロカーボンシティの実現に向け、ぜひ積極的

にご活用ください！

　ロゴの使用をご希望の方は、環境生活課までご連絡ください。

【デザインコンセプト】

　「未来に向かっての新しい取り組みを、会津

若松市民全員に参加・協力してもらいたい」

　そんな願いを込めてデザインされたロゴマー

クです。会津若松にちなんだイラストで、ゼロ

カーボンシティ会津若松宣言の最初のゼロ =

「０」を表現し、文字も、みんなにわかりやす

い、カタカナ、ひらがなとなっています。

（１つ１つのイラストについては、上から時計回りに、

お城 =鶴ヶ城、桜の花びら =鶴ヶ城の園内のソメイヨシ

ノや石部桜など、松 =市の木（アカマツ）でもあり鶴ヶ

城や御薬園の松、花びら =会津若松の豊かな自然の中で

、季節毎に咲く花々、山・水の流れ =磐梯山、猪苗代湖

、ろうそく =会津絵ろうそく、キラキラ=ゼロカーボン

シティに向けて活動する市民ひとりひとりの希望の光、

建物 =さざえ堂、温泉マーク=東山温泉、芦ノ牧温泉、

蔵=古い街並みの土蔵や酒蔵、牛のカタチ=赤べこ　を

表しています。）　

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　特集　市域における温室効果ガス排出量等実質ゼロを目指して
　　　　～「脱炭素先行地域」～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）　
　
　本市は、スマートシティやゼロカーボンシティ会津若松を実現するための取組として、国の

「脱炭素先行地域」に応募し、令和５年４月 28日付けで選定を受けました。「脱炭素先行地域」

は、国（環境省）が全国で 100箇所程度選定する「脱炭素のモデル地区」です。選定された脱炭

素先行地域内では、2030年までに民生部門の施設（住宅や店舗やオフィスビル等）の電力消費に

伴う二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すものであり、脱炭素に向けた省エネ改修や再エネ導入

などの取組に対して、５年間の期間、交付金が交付されます。

　

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

（出典）環境省「脱炭素先行地域づくりガイドブック」

（出典）環境省ホームページ
　　　（令和６年12月現在）

◆最新トピック◆



１　脱炭素先行地域で目指す姿

　脱炭素先行地域の選定に当たって国に提出した「脱炭素先行地域計画提案書」の趣旨に沿い、

令和６年度から国の交付金を活用し、例えば、省エネや再エネの導入等、脱炭素に繋がる取組

を進めていきます。

　取組の実施により先行地域の脱炭素を直接的に推進することはもちろん、取組に当たってデ

ジタル技術を活用することで、再エネの発電、需要のデータを地域に蓄積し、可視化・利用で

きるようにしていきます。

　地域の再エネを集約・調整し、安価・効率的に活用する仕組・体制をつくり、脱炭素先行地

域のみならず全ての市民の皆様や事業者の方々が、地域の再生可能エネルギーを安価に利用で

きるようにしていきます。

　併せて、地域において関連産業の育成等も同時に図り、脱炭素と地域課題（産業育成、人口

減少）の解決を目指します。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



２　国から選定された本市の「脱炭素先行地域」

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　特集　市域における温室効果ガス排出量等実質ゼロを目指して
　　　　～「ゼロカーボンシティ会津若松推進ネットワーク」～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）　
　
　「ゼロカーボンシティ会津若松」の実現に向けては、脱炭素と同時に様々な地域課題を解決す

るためには、市民・事業者・行政の垣根なく、様々な関係者がそれぞれの立場で、現状や課題、

ニーズなどの認識を共有し、協力し合うことが必要不可欠です。

　そのための枠組として令和５年８月に設立したのが、この「ゼロカーボンシティ会津若松推進

ネットワーク」です。このネットワークは、市民の皆様お一人おひとりや、事業者の方々に幅広

く会員としてご参加いただき、ゼロカーボンシティ会津若松の実現に向けて相互に連携、意見交

換、情報共有、理解促進などを行い、ゼロカーボンシティ会津若松の実現を全市一丸となって目

指す枠組です。

１　位置づけ

　ネットワークは、ゼロカーボンシティ会津若松の実現に向けて市民・事業者・行政が連携し

た取組を推進するために、市が設置した枠組であり、相互連携、意見交換、情報共有、理解促

進及びその他必要な活動を行うものです。市では、ネットワークの活動を、市の施策に反映す

るのはもちろん、県内外の自治体との連携にも活かしていきます。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

◆最新トピック◆



２　ネットワークの会員

　ゼロカーボンシティ会津若松の実現に共に取り組んでいただく市民の方、事業者や団体等は、

お申込みにより会員になっていただけます。いずれも会費等はありません。また、会議への出

席は必須ではありません。

※脱炭素への取組が進んでいる事業者・団体については「パートナー団体」として登録し、この「パートナー団体」には市
広報媒体やネットワークでのＰＲなどメリットを提供する予定です。詳細については、現在、検討中です。

３　ネットワークの活動

• 各種会議に参加することができ、会津若松市の地域脱炭素の状況について詳しく知ること

ができます。

• 市役所や多種多様な市民や団体等と意見交換やマッチングを図ることができます。特に市

民の方にとっては節約術、事業者の方にとっては経営改善につながる機会があります。

• 市や県、国の省エネや太陽光発電、電気自動車の導入に関する支援制度や補助金について、

メールなどでタイムリーに情報をお届けします。

• その他、会員の特典について検討しています。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　特集　市域における温室効果ガス排出量等の現状
　　　　～「会津若松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）　
　
　市では、市域における温室効果ガス排出量削減に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律

（温対法）に基づき、「会津若松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、「会津

若松市第２期環境基本計画（改訂版）」と統合して取組を進めています。

　この中で、再生可能エネルギーや電気自動車の普及促進、省エネやごみの減量を進めることに

より、市域における温室効果ガス排出量を基準年度（平成 22 年度（2010 年度））と比較して、

1,018.6千トンCO₂から883.6千トンCO₂まで減少させ、令和５年度（2023年度）までに13.2％削
減することを目指しています。

　なお、以下では、温室効果ガス排出量等の推計に使用する各種統計の都合上、令和２年度

（2020年度）の実績値を最新データとして掲載しています。

　■ 参  考 ■　地球温暖化対策をめぐる動向

　地球温暖化は、人類の社会・経済・生活環境に影響を与えるのみならず、地球上のあらゆる動

植物に大きな被害を及ぼすことが懸念され、問題となっています。現在、地球温暖化の主な要因

とされる温室効果ガスの排出量削減に向け、世界各国で対策が進められています。

　なかでも、2015年に開催された気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）において、2020

年以降の温室効果ガス排出量削減等に関する国際的な枠組みである「パリ協定」が合意され、翌

2016年 11月に発効しました。「パリ協定」では、世界全体の平均気温の上昇を２℃より下方に抑

えることなどが目標として掲げられ、締約国に温室効果ガス排出量削減や気候変動による悪影響

への対処などの取組が義務づけられています。

　こうした中、国では、令和３年 10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」において、温室効

果ガス排出量を平成 25年度（2013年度）比で、令和 10年度（2030年度）に 46％削減することを

目指し、さらに 50％削減の高みに向けて挑戦を続けて行くという目標を掲げて、取組を強化して

おり、地方公共団体においても積極的な地球温暖化対策が求められています。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

2010 年度
（基準年度）

2023 年度
（目標年度）

800.0 

850.0 

900.0 

950.0 

1,000.0 

1,050.0 

市域における温室効果ガス
排出量（推計値）の削減目標

13.2 ％
削減

1,018.6

883.6



１　市域における温室効果ガス排出量の現状等

⑴　温室効果ガス排出量の現状と削減目標

　　　令和２年度（2020年度）の温室効果ガス排出量は、868.8千トンCO₂となり、基準年度
　（平成22年度（2010年度））と比較して14.7％減少し、前年度比では8.0％減少しました。　

                                                                             

　　◆市域における温室効果ガス排出量（推計値）の現状と削減目標（単位：千トンCO₂）

年度

【基準年度】

H22(2010)年度

（基準値）

R元(2019)年度 R２(2020)年度

【目標年度】

R5(2023)年度

（目標値）

排出量 1,018.6 944.3 868.8 883.6

※温室効果ガス排出量は、再生可能エネルギー導入によるCO₂削減効果を加味しています

　　◆市域における温室効果ガス排出量（推計値）の推移（単位：千トンCO₂）

　市域における温室効果ガス排出量は近年では減少傾向にあります。これは、電気の

排出係数（※）が基本的に減少傾向にあることや、省エネの進展、自動車の燃費の向

上等が要因として考えられます。

　　　

　　　　　※排出係数：エネルギー量（電気、ガス、石油など）あたりの二酸化炭素排出量を表した数値。

　　　　　 　　　　　例えば、ガソリン１リットルあたりの排出係数は、2.32kgCO₂となります。電力の

　　　　　　　　　　 排出係数は、１kWhの発電に伴い発生する二酸化炭素の量を表しています。排出係

　　　　　　　　　　 数は各電力会社（小売電気事業者）により異なるほか、毎年電源構成が変動するた

                     め、毎年変動します。

                                                         

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　　◆部門ごとの温室効果ガス排出量（推計値）の現状と削減目標（単位：千トンCO₂）

年度／部門※

【基準年度】

H22(2010)年度

（基準値）

R元(2019)年度 R２(2020)年度

【目標年度】

R5(2023)年度

（目標値）

産業部門 233.2 205.5 189.9 298.4

民生家庭部門 219.2 202.8 179.8 233.3

民生業務部門 297.3 231.3 192.3 264.2

運輸部門 176.1 202.0 186.9 166.3

その他 92.8 163.7 160.1 40.0

　　　　

　　　　※部門の内訳

　　　　　　産業部門：製造業・建設業など、民生家庭部門：家庭でのエネルギー消費など、民生業務部

　　　　　　門：オフィス・ホテル・病院など、運輸部門：自家用車・貨物車・バスなど、その他：二酸化

　　　　　　炭素以外の温室効果ガスなど

　　　　 ※上記の表の数値は、再生可能エネルギー導入による CO₂削減効果を加味していません。

　　◆部門ごとの温室効果ガス排出量（推計値）の推移（単位：千トンCO₂）

　温室効果ガス排出量はほとんどの部門において、前年度比で減少しています。これは、

電力の排出係数が減少したことが主な要因として考えられます。

　その他部門は、主に二酸化炭素以外の温室効果ガスであり、製造業で使用されるパー

フルオロカーボンなどが対象です。平成 26年度（2014年度）から平成 27年度（2015年

度）の間において、統計対象事業者の追加があったため増加しています。

    

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）
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⑵　市域におけるエネルギー消費量の現状

　　令和２年度（2020年度）のエネルギー消費量は、熱量換算で10,630.2TJ（テラジュール）と

　なり、基準年度（平成22年度（2010年度））と比較して33.5％減少しました。

　　◆市域におけるエネルギー消費量（推計値）の現状と削減目標（単位：TJ）

年度

【基準年度】

H22年度

（基準値）

R元年度 R２年度

【目標年度】

R5年度

（目標値）

エネルギー

消費量
15,976.5 11,706.3 10,630.2 14,245.8

　　◆部門ごとのエネルギー消費量（推計値）の現状と削減目標（単位：TJ）

年度／部門

【基準年度】

H22年度

（基準値）

R元年度 R２年度

【目標年度】

R5年度

（目標値）

エネルギー転換

部門
9.2 9.6 10.2 9.7

産業部門 4,184.4 3,333.4 3,180.6 4,558.7

民生家庭部門 4,015.6 3,186.3 2,088.4 3,451.5

民生業務部門 5,121.0 3,685.6 3,269.5 3,769.2

運輸部門 2,646.3 1,491.4 1,181.6 2,456.7

　令和２年度（2020年度）のエネルギー消費量を部門ごとに見た場合、基準年度（平成

22年度（2010年度））と比較して、産業部門、民生家庭部門、民生業務部門、運輸部門

で24～55％の削減と、順調に推移しています。

　　◆１世帯あたりのエネルギー消費量（推計値）の現状と削減目標（単位：GJ）

年度

【基準年度】

H22年度

（基準値）

R元年度 R２年度

【目標年度】

R5年度

（目標値）

エネルギー

消費量
83.8 63.4 61.0 75.2

　　　　令和２年度（2020年度）の１世帯あたりのエネルギー消費量は、61.0GJ（ギガジュー

　　　ル）で、基準年度（平成22年度（2010年度））と比較して27.2％減少しており、家庭内に

　　　おける省エネルギーが一定程度定着しているものと考えられます。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



  ◆市域におけるエネルギー消費量（推計値）の推移（単位：左軸TJ、右軸GJ）

２　温室効果ガス排出量削減等に向けた取組

　主な取組実績（令和５年度）は次のとおりです。

⑴　再生可能エネルギーの普及拡大

　　　特集「再生可能エネルギー推進事業」（92～97ページ）を御覧ください。

⑵　地域版環境マネジメントシステムの推進

　　　特集「地域版環境マネジメントシステム」（98～99ページ）を御覧ください。

⑶　次世代自動車の普及促進                                                  

　　　特集「次世代自動車」（89～91ページ）を御覧ください。

                                                           

⑷　「会津若松エコドライブ宣言」の推進

　　　消費燃料量や温室効果ガス排出量の削減につながるエコドライブの方法を示した「エコド

　　ライブ 10のすすめ」のうち、３つ以上の取組を実践し、自主的にエコドライブに取り組むこ

　　とを宣言する市民や事業所等を広く募集し、エコドライブの推進を図っています。

　　　　【会津若松エコドライブ宣言者数

　　　　　　　　　　　　　（令和５年度末現在）】　　　　　　

　　　　　■個　　人　 　　　　 256名

　　　　　■事業所等　 14事業所 273名

　　　　　　　　　　　　 （合計529名） 宣言者にはエコドライブステッカーを贈呈
しています

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）
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　特集　「地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）の推進」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

　市の管理する施設や事務事業から排出される温室効果ガス削減のため、平成 18年度に「地球

温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」を策定しました。

　平成23年度に第２期計画、平成 28年度に第３期計画、令和３年度に第４期計画を策定してお

り、現在は、第４期計画に基づき、省エネ対策を推進しています。

■　ごみ減量化

紙文書を安易に焼却するのではなくリサイクルに努め、特に機密文書については極力シュ

レッダーで裁断・資源化するよう周知しました。

■　設備更新・改修の取組

省エネ法の「中長期計画書」及び第４期計画の具現化に向けて定めた実行計画に基づき、

各施設の省エネに向けた設備改修を行いました。

■　公用車の取組

　　　新採用職員等に対し、エコドライブについての研修を実施しました。　

　■　環境マネジメントシステムによる取組

　　　省エネルギー・省資源の取組やエコドライブについて研修及び周知し、庁内において実施

　　しました。　

　　

　令和５年度の市の施設や事務事業から排出された温室効果ガス排出量は、基準年度比で 34.1％

削減されました。これは、令和５年度実施計画の見通しを上回る温室効果ガスが削減できたこと

になります。

 削減できた主な要因は、暖冬によりエネルギー使用量が減少したこと（特に除雪車の対応時間

の減少）や第４期計画の実行計画に基づいて実施された設備改修や職員一人一人の省エネ行動で

あると考えます。

　今後においても、「ゼロカーボンシティ会津若松」の実現を目指し、「①省エネの推進」「②

電化の推進」「③再生可能エネルギーの地産地消の推進」及び、「④３ R+Renewwable」の４つの

基本的な方向性に基づき、2050年までのできるだけ早い時期に温室効果ガス排出量の実質ゼロを

目指し、地球温暖化問題に取り組んでいきます。

　

【令和５年度の主な取組】

　【第４期会津若松市地球温暖化対策推進実行計画の概要】
　■計画期間…　令和３（2021）年度～令和12（ 2030）年度
　■削減目標…　平成25（ 2013）年度を基準として、温室効果ガスの総排出量を
　　　　　　　　令和12（ 2030）年度までに50%削減することを目標とする。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

【令和５年度の温室効果ガス排出量の実績】



　

◆市の管理する施設や事務事業から排出される温室効果ガス排出量の状況　

　

これ以上、地
球が暑くなっ
たら困るモリ
ン。

いいもりん

CO₂排出量（㎏-CO )₂

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）
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　特集　「次世代自動車」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

１　電気自動車の導入促進

　二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの削減と「スマートシティ会津若松」の実現に向けた

取組の一環として、環境にやさしい移動手段である電気自動車の普及促進を図っています。

　これまで、電気自動車７台を公用車として導入し、日々の業務や災害時における非常用電源等

として役立てるとともに、市役所本庁舎と北会津支所にそれぞれ急速充電器を設置して、市民や

観光客の皆さんの利便性の向上に努め、電気自動車が普及しやすい環境づくりを進めています。

　【会津若松市における電気自動車等の普及状況（令和５年度）】

　　■電気自動車台数　　　　　　　　  236台

　　■プラグインハイブリッド車台数　  314台

　　■充電器設置数（一般家庭除く）　   49基

（１）公用車への電気自動車の導入

　　普段は、走行時に二酸化炭素を排出しない環境にやさしい公用車として電気自動車を使用し

ています。

　　また、燃料や電気が不足する災害時には、ガソリンに頼らない移動手段となるほか、庁舎の

非常用電源としても使用することもできます。

　【電気自動車の導入による効果（令和５年度）】

　　　市が導入している電気自動車７台（走行距離の合計26,926km）による二酸化炭素排出量等

  　の削減効果は下記のとおりです。

　　　■燃料代（電気代）　　約213,493円の削減（削減率67.9％）

　　　■二酸化炭素排出量　　約1,492㎏-CO₂の削減（削減率35.8％）　

　　　　※二酸化炭素排出量は、二酸化炭素排出係数：0.477㎏-CO /kWh₂ 、電気代は、夏季：

　　　　　18.71円/kWh、その他季：17.72円/kWhで計算しています。

　　　　※比較対象は、燃費：15km/ℓのガソリン車とし、ガソリン代：175.1円/ℓ、排出係数：

　　　　　2.322㎏-CO /ℓ₂ で計算しています。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

環境にやさしい電気自動車



（２）庁舎への急速充電器の設置

　　　環境にやさしい電気自動車の普及とその充電インフラの整備拡大に向けて、本庁舎と北会

　　津支所に各１基急速充電器を設置しています。この急速充電器は、どなたでもご利用いただ

　　くことができます（充電１回あたり、500円の協力金をお願いしています）。

　　※本庁舎の急速充電器については本庁舎建て替え工事に伴い令和４年５月より提供を停止し

　　　ています　　

　

　　

（３）Vehicle to Home（Ｖ２Ｈ）の設置

　　　Ⅴ２Ｈ は、電気自動車への充電だけでなく、電気自

    動車から建物側へも電力を供給することができる機器

　　です。

　　　この機器を本庁舎、上下水道局庁舎、北会津支所、河

　　東支所に設置し、災害時（停電時）に、電気自動車から

　　各施設に電力を供給できる仕組みを構築しています。

　　※本庁舎のＶ２Ｈについては本庁舎建て替え工事に伴い

　　　令和４年５月より使用を停止しています。　

（４）電気自動車等購入補助金

　　市では、ゼロカーボンシティの実現に向け、地球温暖化対策の一環として電気自動車や燃料

電池自動車を購入された方に令和５年より補助金を交付しています。

　　令和５年度は33件の申請があり、定額４万円（子育て世帯は５万円）の補助金を交付しまし

た。会津若松市内電気自動車数の 16.42％の市民の方の補助金申請がありました。

　　■交付件数　33件

　　■補助総額　1,410 千円

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

急速充電器（本庁舎）

電気自動車から建物に給電もできるＶ２Ｈ

急速充電器（北会津支所）



２　燃料電池自動車（FCV）の導入

　市ではゼロカーボンシティ会津若松を目指す地球温暖化対策の一つの取組として、電動車（電

気自動車＝EV、燃料電池自動車＝FCV※など）の導入を掲げております。また、県では 2030年度

までに20基（14ヵ所程度）の水素ステーションを整備することを目指すとしていますが、会津地

方においては未だ導入がなく、市内における燃料電池自動車の導入は４台（令和６年３月現在。

うち 1台は県会津地方振興局公用車）にとどまっています。

　このような状況の中、市が燃料電池自動車を公用車として導入することにより、脱炭素・水素

利活用の理解促進を図るとともに、水素ステーションの整備及び市内における燃料電池自動車導

入の契機としていくため導入しました。

※燃料電池自動車（FCV)…燃料電池で水素と酸素の化学反応によって発電した電気エネル

ギーを使って、モーターを回して走る自動車であり、走行時には CO₂の排出がありません。

水素の製造段階のCO₂排出量はガソリン車に比べ、半分程度であり、再生可能エネルギー由

来の水素の場合は 1/10程度となります。１回の充填で、約 600ｋｍ走行が可能（使用環境

等により異なる）です。

　【導入した燃料電池自動車】

　　■トヨタ　MIRAI　１台

【燃料電池自動車の使用方法について】

　　①公用車としての使用

・全庁的に通常の公用車として燃料電池自動車を活用します（水素ステーションが設置され

ている郡山市、福島市等が目的地または通過地となる出張等を優先）。

・各種イベントや災害時等、燃料電池としての機能を活用し、移動できる外部電源として使

用します。

　　②脱炭素・水素利活用の理解促進のための活用

・市民や事業者等を対象とした出前講座等で、EV・FCVの体験型啓発活動で使用します。

・環境フェスタや鶴ヶ城ハーフマラソン大会等各イベントにおいて、展示などによる啓発活

動に活用します。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



　特集　「再生可能エネルギー推進事業」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：環境生活課）

　本市では、古くから猪苗代湖や阿賀野川水系を利用した水力発電が行われており、平成 24年度

（2013年度）には、山林の未利用材を利用したバイオマス発電所が発電を開始したほか、豊かな

自然を活かした太陽光発電所や風力発電所も稼働しており、再生可能エネルギーの普及が進んで

います。

　市では、自然環境の保全と事業活動の調和を図りながら、再生可能エネルギーの普及拡大を進

めることで、温室効果ガス排出量の削減を通じ、持続的発展が可能なまちづくりを推進していま

す。

　令和５年度末現在、市内の再生可能エネルギー発電施設（太陽光発電、風力発電、水力発電、

バイオマス発電）の設備容量の合計は 229,382kW、年間発電量の合計は 758,861,873kWhになると

推計され、これは一般家庭189,715世帯分の年間電力使用量をまかなえる量に相当します。

　　※１世帯当たりの年間の電力使用量を 4,000kWhで試算しています。

　　 ◆市内の再生可能エネルギー施設の発電状況

　　　　　※発電量は年間予測発電量等に基づく推計値です。　

　

■ 参  考 ■　再生可能エネルギーの種類

　再生可能エネルギーは、エネルギー源等に応じて、

次のように分類されています。

　＜発電分野＞

　　・太陽光発電

　　・風力発電

　　・水力発電

　　・地熱発電（バイナリー発電を含む）

　　・バイオマス発電（木質、食品残渣、ガスなど）

　＜熱利用分野＞

　　・太陽熱利用

　　・温度差熱利用（地中熱、雪氷熱など）

　　・バイオマス熱利用

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

太陽光発電（事業用） 375 331,511 32,334 28,467,236

太陽光発電（住宅用） 2,007 1,775,157 11,026 9,744,937

風力発電 3 0 16,006 41,000,000

水力発電 163,350 639,762,140 164,241 639,058,400

バイオマス発電 0 0 5,775 40,591,300

計 165,735 641,868,808 229,382 758,861,873

平成22年度 令和５年度

設備容量
（kＷ）

発電量
（kＷh）

設備容量
（kＷ）

発電量
（kＷh）

再生可能エネルギーにも
いろいろな種類があるん
だね！



　　◆市内の主な再生可能エネルギー発電施設

太陽光発電

風力発電 小水力発電

木質バイオマス発電

名　称　　ナリ会津太陽光発電所　
所在地　　河東町八田
事業者　　会津ソーラーエネルギー合同会社
設備容量　20,400kW

名　称　　大戸町第１・第２発電所　
所在地　　大戸町舟子
事業者　　ＳＥエナジー株式会社
設備容量　約2,400kW（約1,200kW×2箇所）

名　称　　会津若松ウィンドファーム　
所在地　　東山町（背あぶり山）
事業者　　コスモエコパワー株式会社
設備容量　16,000kW（ 2,000kW×8基）

名　称　　会津電力戸ノ口堰小水力発電所　
所在地　　一箕町八幡
事業者　　会津電力株式会社
設備容量　31.4kW

名　称　　グリーン発電会津　会津河東発電所　
所在地　　河東町工業団地
事業者　　株式会社グリーン発電会津
設備容量　約5,700kW

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）



１　再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取組

　主な取組実績（令和５年度）は次のとおりです。

⑴　住宅用太陽光発電システム等設置補助金

　　　市では、地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量の削減とともに、環境保全について

　　の意識啓発を図ることを目的に、住宅等に太陽光発電システム（10kW未満）を設置した市民

　　を対象に、平成22年度より補助金を交付しています。

令和５年度は、住宅用蓄電池またはＶ２Ｈ（電気自動車用充給電設備）を太陽光発電シス

テムと同時に設置することを条件に、補助額を１ kWあたり２万円としました。令和５年度は

計20件の住宅等に補助金を交付しました。

　　　【令和５年度補助実績】　　　　　　

　　　　　■補助額　

　 基本補助額 子育て世帯補助額

太陽光発電システム 40千円（10,000円／kW） 40千円（10,000円／kW）

蓄電池 40千円（8,000円／kW） 60千円（12,000円／kW）

電気自動車充給電設備
（V2H）

40千円（定額） 60千円（定額）

　　　　　■交付件数　　20件

　　　　　■補助総額　　1,600千円

参  考 ■　再生可能エネルギーの固定価格買取制度

　平成21年（2009年）に開始された太陽光発電による電力の固定価格買取制度（※）のうち、住

宅用の太陽光発電（10kW未満）は買取期間が10年間とされており、令和元年（2019年）以降、順

次買取期間が満了を迎えています。

　買取期間の満了を迎えた住宅用太陽光発電システムを設置している方は、法律に基づく固定価

格買取制度の対象とはならないため、改めて電力の買取契約を締結するか、蓄電池や電気自動車

等との組み合わせにより、電力を自家消費するか選択する必要があります。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）
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⑵　普及啓発活動　

　　　市では、背あぶり山レストハウス内に、風力発電をはじめとする再生可能エネルギー等に

　　関する情報をまとめたパネルを展示するなど再生可能エネルギーへの理解促進や意識高揚に

　　向けた普及啓発活動を行っています。

　　※冬期間（11月～４月ごろ）は背あぶり山レストハウスの閉鎖により、パネル展示は休止しています。

　⑶　「会津若松市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画」の策定

　　　　市では、木質バイオマス発電所による再生可能エネルギーの普及拡大と林業振興のさら

　　　なる推進を図るため、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発

　　　電の促進に関する法律（農山漁村再生可能エネルギー法）に基づき、令和２年１月、「会

　　　津若松市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画」を策定しました。

　　　　なお、本基本計画の策定にあたっては、農山漁村再生可能エネルギー法に基づき、発電

　　　事業を行う事業者や関係農林漁業者、地域住民、学識経験者等を構成員として設立された

　　　会津若松市農山漁村再生可能エネルギー法協議会において、基本計画の内容などについて

　　　協議を行いました。

　　　【「会津若松市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画」の概要】　　　　　　

　　　　　■対象区域　　　　　　　　　　　　河東町工業団地　ほか

　　　　　■対象とする再生可能エネルギー　　木質バイオマス発電（5,700kW）

　　　　　■農林漁業の発展に資する取組　　　地域の山林未利用材等を林業従事者から安定的

                                            かつ長期的に買い取る取組  

　

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

背あぶり山レストハウス　パネル展示 環境教室

会津若松市農山漁村再生可能エネルギー法協議会での協議



　⑷　横浜市との「再生可能エネルギーの活用を通じた連携協定」

　市では、平成31年２月、地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の理念に基づ

き、相互の連携を強化しながら、脱炭素化の実現に向け、再生可能エネルギーの活用を通じ

た取組を推進するため、横浜市と「再生可能エネルギーの活用を通じた連携協定」を締結し

ています。

　令和３年度には、連携協定に基づき、地方で発電された再生可能エネルギーを供給する仕

組が構築され、これにより、会津若松市内の風力発電所「会津若松ウィンドファーム」で生

み出される電気の一部が、令和３年８月以降、横浜市内７事業者に供給されています。なお、

この仕組により供給された電気代の一部は、地域活性化資金として活用されているほか、両

市の団体などにおいて、交流が行われています。

　　　【連携協定の概要】　　　　　　

　　　　■再生可能エネルギーの創出・導入・利用拡大に関すること

　　　　■脱炭素化の推進を通じた住民・地域企業主体の相互の地域活力の創出に関すること

　　　　■再生可能エネルギー及び地域循環共生圏の構築に係る国等への政策提言に関すること

　　　　

⑸　京都市との「再生可能エネルギーの活用を通じた連携協定」

　横浜市との協定と同様に、令和３年９月、京都市との間でも「再生可能エネルギーの活用

を通じた連携協定」を締結しています。また、この連携協定に基づき、会津若松市内の風力

発電所「会津若松ウィンドファーム」で生み出される電気の一部が、京都市内に供給されて

います。なお、この仕組により供給された電気代の一部は、地域活性化資金として活用され

ています。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

再エネ需給開始式 横浜市・協定締結自治体との情報交換

京都市との協定締結式



■ 参  考 ■　再生可能エネルギーの普及拡大に向けた国県の動向

　国では、平成30年（2018年）７月に策定した「第５次エネルギー基本計画」の中で、温室効果ガス排出

量削減に向けた方策として、再生可能エネルギーの普及拡大について、「経済的に自立し脱炭素化した主

力電源化を目指す」とし、最大限の導入を掲げています。

　県では、平成31年（2019年）３月に策定した「再生可能エネルギー先駆けの地アクションプラン（第３

期）」において、2040年ごろを目途に県内のエネルギー需要量の 100％以上に相当するエネルギーを

再生可能エネルギーとするという数値目標を掲げています。

■ 参  考 ■　「会津若松市第２期環境基本計画（改訂版）」における再生可能エネルギーの普

　　　　　　　及拡大に向けた数値目標と実績

　市では、「会津若松市第２期環境基本計画（改訂版）」において、再生可能エネルギーの普及拡大に向け

市域の一次エネルギー需要（市内におけるエネルギー消費量）に占める再生可能エネルギーの供給量の

割合や再生可能エネルギー発電施設の設備容量について、平成 22年度（2010年度）を基準年度とし

た令和５年度（2023年度）の数値目標を定めています。

　なお、以下では、推計に使用する各種統計の都合上、令和２年度（2020年度）の実績値を最新データ

として掲載しています。

　　◆市域における一次エネルギー需要に占める再生可能エネルギーの供給量の割合・再生可能

　　　エネルギー発電施設の設備容量の目標と実績（推計値）

年度

【基準年度】

H22(2010)年度

（基準値）

R1(2019)

年度

R２(2020)

年度

【目標年度】

R5(2023)年度

（目標値）

供給量の

割合
39.1％ 63.1％ 69.6％ 57.0％

設備容量 165,709kW 226,625kW 227,328kW 236,205kW

　　

◆市域における一次エネルギー需要に占める再生可能エネルギーの供給量の割合・再生可能

　エネルギー発電施設の設備容量の推移（推計値）

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

kw %



　特集　「地域版環境マネジメントシステム」　
（担当課：環境生活課）

　　地球温暖化の防止や資源の有効利用、環境負荷の低減、環境保全など、環境にやさしい学校

づくりやライフスタイルづくりの取組を環境マネジメントシステムの手法を用い実践すること

で、次代を担う子供たちや市民、事業者の環境保全意識の向上を図っています。

１　「学校版環境マネジメントシステム」の取組

　　市内の小・中学校では、児童・生徒および教職員がそれぞれに目標を定めて、節電や節水、

リサイクル、緑化や清掃など様々な環境にやさしい取組を行っています。

　　平成22年度末には、市内全部の小中学校（小学校 20校、中学校13校）が市より学校版環境

マネジメントシステム取得の認定を受けました。認定を取得すると、３年に１度の更新が必要

となり、令和５年度は５校が更新審査を受け、全て更新認定されました。更新校認定登録証授

与式では、各校の代表の児童・生徒が自分の学校の取組を発表しました。

　　また、更新校認定登録証授与式の他、生涯学習総合センターの市民ギャラリーにおいて、認

定校同士の情報交換や、活動の普及拡大を目的に、各学校が作成した環境にやさしい取組状況

についての壁新聞を掲示しました。

　そのほか、「緑のカーテン」の取組を呼びかけ、市内全小中学校には朝顔、ゴーヤ等、つる性

植物の種の配付及び、地球温暖化や緑のカーテンの仕組み、省エネ対策等についての環境教室を

実施しました。

２　「家庭版環境マネジメントシステム～あいづわかまつエコクラブ～」の取組

　　各家庭で、省エネ活動やリサイクル活動を継続的に行い、地球温暖化の防止や資源の有効活

用などの取組を行うことを宣言していただき、環境活動に協力いただくものです。

　　平成 13年度に創設され、平成 26年度に、現在の名称「あいづわかまつエコクラブ」に変更

しました。令和５年度末現在、168世帯が「あいづわかまつエコクラブ」の会員となり、環境

にやさしい取組を進めています。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

　 更新校認定登録証授与式において
　取組の内容が発表される

　　　　更新校認定登録証授与式
     （環境大賞表彰式と合同開催）
　■開催日：令和５年11月６日（月）
　■場　所：生涯学習総合センター
　■参加校：小学校４校、中学校１校



【家庭向けエコセミナー　～この夏休みから環境にやさしいことを始めよう！～　】　　

　

夏休み期間中である小学生とその保護者を対象とし、

「地球環境と省エネ」と「あかりのエコ」に関する

エコセミナーを開催しました。

■開催日：令和５年８月１日（火）

■内　容：「親子で学ぶ省エネ教室」

■講　師：パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

　　　　　高橋　浩二　氏

■参加者：15名

３　「あいづわかまつエコ事業所」の取組

　　市内事業者の環境に対する意識の高揚及び取組の推進を図ることを目的に平成 18年度に創設

されました。

　　「あいづわかまつエコクラブ」と同様に、平成 26年度に「あいづわかまつエコ事業所」と名

称を変更しました。環境にやさしい取組を推進している事業所に対し認定証を交付し、市の

ホームページ等で紹介しています。令和５年度末現在、14事業所があいづわかまつエコ事業所

の認定を受けています。

（基本目標３　地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる）

学校では・・・・
「学校版環境マネジメントシステム」

事業所では・・・・
「あいづわかまつエコ事業所」

家庭では・・・・
「あいづわかまつエコクラブ」

家庭向けエコセミナーの様子


	※脱炭素への取組が進んでいる事業者・団体については「パートナー団体」として登録し、この「パートナー団体」には市広報媒体やネットワークでのＰＲなどメリットを提供する予定です。詳細については、現在、検討中です。

